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住居表示のしくみ

新しい住所の表し方
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↑町の区域をはっきりわかりや
　すく区切り、○○○×丁目に
　します。

↑町(○○×丁目)の中を分割
　してブロックに分け、順に
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8

2 13

9

7

6

5

4

10 11 12

18

17

16

15

14

13

1号

4号

7号6号

5号

12号

○○○一丁目 １番 １号

新町名 街区符号 住居番号

住居表示(住所)の表し方
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※図は説明用ですので、実際の実施区域の地形とは異なります。
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座間市の住居表示実施状況 

(1) 実施率（平成２６年４月１日現在） 

面  積(ha) 人  口（人） 住居表示実施率（％） 

全 域 市街化 実施済 総人口 実施済 
対面積 

対人口 
全 域 市街化 

1,758 1,253 886 129,120 97,941 50.40 70.71 75.85 

 

 

(2) 実施経緯（平成２６年４月１日現在） 

 
実施年月日 新町名 旧町名 街区数 

面積 

(ha) 

第一次 昭和 56 年 6 月 1 日 
相模が丘一丁目～ 

六丁目 
相模台 319 135.4 

第二次 昭和 58 年 11 月 7 日 東原一丁目～五丁目 栗原 82 73.5 

第三次 昭和 60 年 10 月 21 日 
さがみ野一丁目～ 

三丁目 
栗原 29 19.6 

第四次 昭和 62 年 10 月 19 日 緑ヶ丘二丁目～六丁目 

緑ヶ丘 栗

原 相武台

４丁目 

149 70.6 

第五次 平成元年 10 月 16 日 南栗原一丁目～六丁目 栗原 127 69.9 

第六次 平成 3 年 10 月 14 日 
栗原中央一丁目～ 

六丁目 
栗原 161 82.8 

第七次 平成 4 年 12 月 16 日 緑ヶ丘一丁目 緑ヶ丘 28 13.5 

第八次 平成 5 年 11 月 1 日 
立野台一丁目～三丁目 

西栗原一丁目～二丁目 

立野台 栗

原 入谷 5

丁目 

87 

27 
71.4 

第九次 平成 9 年 10 月 20 日 小松原一丁目～二丁目 
小松原 1・2

丁目 
111 67.4 

第十次 平成 11 年 9 月 13 日 広野台一丁目～二丁目 
広野台 1・2

丁目 
60 67.6 

第十一次 平成 14 年 9 月 17 日 
ひばりが丘一丁目～ 

       五丁目 

ひばりが丘 

1～5 丁目 
313 139.3 

第十二次 平成 25 年 10 月 15 日 相武台一丁目～四丁目 
相武台 

1～4 丁目 
149 75.0 

 
1,642 886 
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公園ゾーン公園ゾーン
陸上自衛隊陸上自衛隊
家族宿舎ゾーン家族宿舎ゾーン

病院誘致ゾーン病院誘致ゾーン

公園ゾーン
陸上自衛隊
家族宿舎ゾーン

病院誘致ゾーン

新消防庁舎新消防庁舎
 ゾーン ゾーン

病院誘致ゾーン  約 1.5ha

公園ゾーン　　　約 1.0ha

新消防庁舎ゾーン約 0.5ha

陸上自衛隊家族
宿舎ゾーン    　約 2.0ha

道路
　　　　　　　　約 0.6ha
歩道拡幅

新消防庁舎
 ゾーン



キャンプ座間返還跡地の概要 

1.位置 

市庁舎の北西方向に位置しています。東側は、相武台一丁目に、南側は、緑ケ丘六丁目に、

西側及び北側は、キャンプ座間に接しています。 

 

2.経緯 

  当地区は、長らくキャンプ座間の一部として利用されていた土地ですが、平成 27年度に返

還が予定されております。現在、この地区の大字は、座間または座間入谷となっております。 

 

3.住居表示の必要性 

  当地区の現在の大字である座間及び座間入谷は、他に座間 1 丁目西側の水田地帯及び河川

敷に位置しております、今回の返還跡地にこのまま座間及び座間入谷の大字を使用しますと、

飛び地が発生することとなり、住所地を探す際に混乱が生じます。当地区には、返還後間も

なく、病院及び自衛隊家族宿舎の利用が予定されており、こちらの利用者やお住まいの方の

利便性のためにも、すみやかな住居表示実施が必要と考えられます。 

 

4.地域の特性 

  面積は約５．６ヘクタール、キャンプ座間返還跡地のため、在住世帯等は無く、現在返還

に向けた工事が行われているところです。南側には緑ケ丘六丁目との境界部分に主要地方道

県道町田厚木線（行幸道路）があります。 

                          

 



 

住居表示の実施方法 

１ 住居表示の実施方法 

  住居表示は基本的に住居・建物に順序よく番号を付けていくことで、住所の表示を分

かりやすいものにしようという制度です。住居表示の実施方法には次の二つの方法があ

ります。 

  ① 街区方式 

  ② 道路方式 

  日本の住居表示の方法は、街区方式で行われています。道路方式は、道路に一定の方

式で名称をつけ、その道路に沿って建っている建物に住居番号をつけていく方式ですが、

主として欧米諸国で採用されております。日本の道路事情を考慮した場合、また町名と

番地によって住所を表すという慣習からすれば、この道路方式を取り入れるのは難しい

ものがあると思われます。 

  このため、キャンプ座間返還跡地においても「街区方式」の方法で住居表示を実施し

たいと考えます。 

 

２ 街区方式について 

  別紙「住居表示とは」を参照。 

 

※ 参考（住居表示に関する法律） 

第二条 市街地にある住所若しくは居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の

所在する場所（以下「住居」という。）を表示するには、都道府県、郡、市（特別区を含

む。以下同じ。）、区（地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２５２条の２０の区をい

う。）及び町村の名称を冠するほか次の各号のいずれかの方法によるものとする。 

 

(1) 街区方式 市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区域を道路、鉄道若し

くは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によって区画した場合におけ

るその区画された地域(以下「街区」という。)につけられる符号(以下「街区符号」と

いう。)及び当該街区内にある、建物その他工作物につけられる住居表示のための番号

(以下「住居番号」という。)を用いて表示する方法をいう。 

(2) 道路方式 市町村内の道路の名称及び当該道路に接し、又は当該道路に通ずる通路

を有する建物その他工作物につけられる住居番号を用いて表示する方法をいう。 
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